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▲こちらは有料広告欄です。

国際空手道連盟極真会館坂本派福井県本部
極 真 空 手

今庄道場
【今庄小学校 体育館】
木・土曜日 19：00 ～21：00
090－8702－8972（中川）

南越前道場
【南条小学校 武道場】
月曜日 19：00 ～21：00
090－4688－3409（藤野）
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空手始めませんか？ ●空手入門セット

　（13,000円相当） 
　プレゼント

●初月の月会費無料　通常 中学生以下  3,300円
　 高校生以上  5,500円

詳しくは
道場ホームページを→
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　11月９日（月）から 15日（日）までの１週間は、全国一斉に秋の火災予防運動が実施されます。
　これから寒くなる季節を迎え、暖房器具を使用するなど火を使うことが増えて、火災が発生しやすい
季節となるので、火の取扱いには十分に注意しましょう。

『住宅防火 いのちを守る ７つのポイント』 ～３つの習慣・４つの対策～

▪逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
▪寝具、衣類およびカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。
▪火災が小さいうちに消すために、住宅用消火器などを設置する。
▪お年寄りや体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。

４つの対策

▪寝たばこは、絶対やめる。
▪ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
▪ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。

３つの習慣

■問合せ　南越消防組合消防本部予防課　℡ 0778－21－8865

　11月９日（月）から 15日（日）までの１週間は、全国一斉に秋の火災予防運動が実施されます。

秋の火災予防運動 11月9日月～15日日

住宅用火災警報器の維持管理について
　住宅用火災警報器は、適切に機能させるために維持管理が重要です。
　家電製品の標準的な使用期間は、一般的に７年から 10年といわれています。住宅用
火災警報器も同様です。「いざ」というときに住宅用火災警報器が適切に作動するよう、
火災予防運動の時期などに、定期的に作動確認を行い、適切に交換を行うよう習慣付
けましょう。
火災予防運動の時期などに、定期的に作動確認を行い、適切に交換を行うよう習慣付


